
新発田市小規模工事等契約希望者登録を申請される方へ 

 

１ 新発田市小規模工事等契約希望者登録制度とは 

この制度は、市が発注する小規模な工事や修繕（１３０万円以下のもの）の受注を希望

する市内の業者の方に、希望する業種に登録してもらい、受注機会の拡大を図ろうとする

ものです。 

 

２ 登録できる方・できない方 

（登録できる方） 

新発田市内に主たる事業所又は住所を有する方（建設業許可の有無、経営組織、従業 

員数は問いません。）で、下記に該当しない方 

（登録できない方） 

① 新発田市建設工事等入札参加資格審査規定に基づく入札参加資格者名簿（１３０

万円超えの請負工事の入札参加）に登録されている方 

② 希望する業種を履行するために必要な資格、免許を有していない方 

③ 契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ていない方 

④ 市税に滞納がある方 

  ※４ 登録の申請等 （２）申請方法 ④市税の納税証明書を参照願います。 

⑤ 次のアからキまでのいずれかに該当する方 

ア 暴力団（新発田市暴力団排除条例（平成 24 年新発田市条例第 2 号）第 2 条第

1 号に規定する暴力団。）又は暴力団員（新発田市暴力団排除条例第 2 条第 2 号

に規定する暴力団員。）が経営に実質的に関与していると認められる者 

イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もつて、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者 

ウ 暴力団員であると認められる者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又

は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同

じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの 

キ  法人であって、その役員のうちにウからオまでのいずれかに該当する者がある

もの 

 

３ 対象となる工事・修繕 

   １件の契約金額が１３０万円以下の小規模な工事や修繕のうち、内容が軽易なもの 

 

４ 登録の申請等 

（１）申請期間 

  令和５年３月１日（水）～令和５年３月３１日（金） 

（ただし、土・日・祝を除く８時３０分～１７時１５分） 

※上記期間以降も随時申請を受け付けますが、「（４）登録の有効期間」が短くなり

ます。 



 

（２）申請方法 

次の書類を契約検査課へ郵送又は持参してください。 ※原則郵送としてください。 

 

① 新発田市小規模工事等契約希望者登録申請書（別記第１号様式） 

② 希望する業種を履行するために必要な個人の資格・免許等の写し 

③ 施工経歴書（申請時前１年間の工事実績を記入したもの） 

④ 市税の納税証明書（市税に未納がないことの証明書） 

※市役所３階収納課で発行します。納税証明請求書及び免許証等（本人確認が必要

なため）を持参し、収納課へ請求してください（手数料１通３００円）。 

※証明年月日が申請書提出日以前３か月以内のもの（写しでも可）。 

⑤ 暴力団等排除及び法令遵守の誓約書 

 

（３）登録できる業種 

   自ら履行可能な業種を３つまで登録できます。別紙「小規模工事等の種類及び具体例」

を参照し、申請書に記入してください。 

 

（４）登録の有効期間  

随時申請の有効期間は、名簿に登載された日から令和７年４月３０日までの期間とな 

ります。その後は２年ごとに申請により登録を受け付けます。 

 

５ 登録名簿の公開 

  登録名簿は庁内に公開するほか、閲覧等により一般にも公開しますので、あらかじめご

了承のうえ申請してください。 

 

６ 登録事項の変更等 

  登録申請後に登録事項に変更が生じた場合は「変更届書（第２号様式）」を、事業を中止

又は廃止した場合は「中止・廃止届書（第３号様式）」を速やかに提出してください。 

 

７ 登録の取消し 

  登録名簿に登載されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録が取り消されま

す。 

 （１）「２の登録できない方」に該当するようになった場合 

（２）倒産又は破産した場合 

（３）受注に関し不正又は不誠実な行為があった場合 

 

 

８ 契約の方法等 

（１）契約の方法 

原則として複数の業者で見積り合わせにより、最低価格を提示した方と契約すること

になります。なお、見積り合わせに指名されても、都合により辞退することは自由です

が、辞退する場合は必ず発注担当課に連絡してください。ただし、契約後の辞退はでき

ません。契約を締結することとなった場合は、発注担当課の指示に従って書面（請書）

により契約します。この場合契約保証金は、原則として免除します。 



 

（２）契約の履行 

契約の履行にあたっては、新発田市契約規則その他関係法令に基づき信義に従い誠実

に行わなければなりません。また、受注した工事等は、自ら履行することを原則とし、

一括下請負（丸投げ）はできません。 

 

（３）請負代金の支払い 

  請負代金の支払いは、工事完成後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。な

お、前金払、出来高による部分払はありません。 

 

９ その他 

「新発田市小規模工事等契約希望者登録名簿」に登載されると、市が小規模な工事等を

発注する際の選定の対象となります。ただし、登録名簿に登載されても見積り参加や契約

を約束するものでありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 申請書の提出・問合せ先 ＞ 

〒９５７－８６８６ 

新発田市中央町３－３－３（ヨリネスしばた６階） 

 新発田市 契約検査課 工事契約係 

  ＴＥＬ ０２５４－２８－９６００（課直通） 

  ＦＡＸ ０２５４－２８－９６７０ 


